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経済常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。 

 

認定第１号 令和３年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定について 

本件のうち、本委員会所管分は、慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。 

 

認定第６号 令和３年度岩国市周東食肉センター事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

      て 

認定第７号 令和３年度岩国市観光施設運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第８号 令和３年度錦帯橋管理特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 令和３年度岩国市市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

以上４件は、慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。 

 

議案第１０４号 令和４年度岩国市一般会計補正予算（第４号） 

本議案のうち、本委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと

決しました。 

 

議案第１０８号 令和４年度岩国市市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 本議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。 

 

 それでは、審査の状況について、御報告いたします。 

 

認定第１号 令和３年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、本委員会

所管分の審査におきまして、 

 

農林水産業費の農業費の畜産費のブランド牛産地づくり事業に関し、 

 

委員中から、岩国和牛ブランド化対策事業費補助金の取組や今後の展開について質疑が

あり、 

 

当局から、「令和３年度から制度を拡充し、飛躍的に利用数が伸びている。岩国市で育

った牛であっても、市外に売却されると岩国牛を名乗れなくなってしまうため、岩国市か

ら山口市場に出ている年間約３００頭の子牛のうちの半分ほどは岩国に戻ってきてほしい

という思いでこの事業を始めた。令和３年度の実績は７６頭であるが、これが１５０頭、

２００頭と伸びていけば岩国牛のブランド力が上がってくるものと考えており、制度を活

用して、できる限りは岩国の地に戻していきたい」との答弁がありました。 

 

次に、商工費の企業振興費の創業支援事業に関し、 

 

委員中から、創業支援補助金の支給対象者の条件及び内訳、並びに周知の方法について

質疑があり、 
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当局から、「支給対象者は、岩国商工会議所が開催している、いわくに創業カレッジの

受講者、または、岩国市の特定創業支援等事業に係る相談会を複数回受講された方となっ

ており、令和３年度の内訳は菓子小売業、飲食サービス業、療術業、生活関連サービス業、

飲食店、美容業となっている。周知の方法については、岩国商工会議所や商工会、各金融

機関においても様々な創業の相談を受け付けており、その中で、相談者に制度を紹介して

いただいたり、ＳＮＳを活用した宣伝にも取り組んでいる。経営的に不安定な創業者のた

めの補助金であるため、今後も様々な媒体を活用した周知に努めていきたい」との答弁が

ありました。 

 

これを受けて、委員中から、「受給の前提となる、いわくに創業カレッジや特定創業支

援等事業に係る相談会は、旧岩国地域だけでなく、岩国西商工会ややましろ商工会などの

玖西・玖北地域でも受講できるのか」との質疑があり、 

 

当局から、「商工会において、特定創業支援等事業に係る相談会を受講された方も補助

金の対象となるよう制度を拡充しており、最近ではこのケースの申請の実績もあった。制

度拡充の一定の成果が出てきていると考えている」との答弁がありました。 

 

本件のうち、当委員会所管分については、慎重審査の結果、全会一致で認定すべきもの

と決しました。 

 

次に、認定第８号 令和３年度錦帯橋管理特別会計歳入歳出決算の認定についての審査

におきまして、 

 

委員中から、「他地域の観光地と比べて、錦帯橋の入橋料は極端に安いのではないか。

世界遺産登録を目指す錦帯橋においては、世界を相手に観光戦略を練る必要がある。世界

の観光施設では、観光客の入場料を高めにし、住民の入場料を低めに設定しているところ

もある。来るべき架け替えの費用を積み立てるためにも、入橋料の改定を議論すべきでは

ないか。」との質疑があり、 

 

当局から、「直近では、平成の架け替え後に、大人料金を２２０円から３００円に改定

している。他地域の観光施設では大規模改修を見据えて料金改定を行うところも見受けら

れるが、現在、錦帯橋の料金改定等の時期は未定である。また、錦帯橋の入橋料は市民も

観光客も同じ金額であるが、これについては、錦帯橋を市民の皆様も一緒になって守って

いただくためと捉えている。今後、料金を改定するということであれば、その目的や効果

等を踏まえること、そして、市民や観光客、それぞれの役割を踏まえる必要があることな

どから、今後の検討課題としたい」との答弁がありました。 

 

本件については、慎重審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。 

以上で、経済常任委員会の審査報告を終わります。 


